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4月8日（木）13:20～16:00、連合奈良北和地域協議
会は、連合奈良の日街頭宣伝を実施しました。
今回も前月同様に連合奈良街宣車により奈良市内を
回り、【働き方改革関連法を職場に定着させよう‼】
と新型コロナウイルスの影響で解雇、契約解除で困っ
ていませんか？労働相談ダイヤル【０１２０－１５４
－０５２】等を中心にお伝えしました。
また、街頭宣伝に回った先々の集合団地へ、ポスト
投函によるビラ配布を実施しました。

生活なんでも無料相談
毎月第１、第３土曜日も実施中！
「ライフサポートセンター奈良」は毎月第１、第３
土曜日も平日と同じ午前１０時から午後５時まで相
談を受け付けます。仕事に関する悩み、日々の生活
の中でのお困りごと、何でもお気軽にご相談くださ
い。お電話でのご相談は０７４２－３３－１５００、
面談でのご相談は奈良市二条大路南１－３－１ミ・
ナーラ５階、ライフサポートセンター奈良までお越
しください。
※４月２９日（木・祝）～５月９日（日）まで閉館
します

北和地協「第３回幹事会」
持ち回り開催報告

北和地協第３回幹事会は、３月２５日
（木）に開催予定でしたが、引き続き新
型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、会議を中止し、持ち回り開催としま
した。協議事項は、北和地協上期会計監
査及び４月の連合奈良の日街宣行動等で
した。役員・幹事のみなさまに議案書を
送付し報告・協議事項等の全議案が確認
されました。
コロナ禍が続く中、感染防止対策に十
分留意した活動となりますが、引き続き、
ご協力をお願いいたします。

同一労働同一賃金の法整備に関する内容につ
いて、2021年4月1日から中小企業へも適用開始
となりました。
①雇用形態の違いによる不合理な待遇差が禁止
されました。
②どのような待遇差が不合理であるかを示した
ガイドラインが策定されました。
③事業主が労働者に待遇を説明する義務が強化
されました。
④行政による助言・指導や、※行政ＡＤＲが整
備されました。

※行政ADR：行政での無料の解決手続き


